
 

 

 

  [管理運営機構の全体イメージ] 
（「幕張新都心住宅地区の管理・運営のあり方に関する研究会報告書（平成 20 年 3 月）」抜粋） 

 
 
 
 

            管理運営機構 
 

 
（１）住民協議会 

（管理組合・自治会、住宅事業者・商店会の連合組織） 
   ＊街全体の住民の意思決定機関 

＊街の管理運営等に関する諸課題の判断 

（２）管理運営会社 
(住宅事業者が設立する街の維持管理会社) 
＊街の維持管理業務、転貸借の地代徴収、民

間賃貸資産・公共駐車場の管理業務を実施 

（３）専門家評議会 
（都市経営・都市計画・建築の専門家） 

＊管理運営（都市経営、景観等）アドバイス 
＊計画経営・都市ﾃﾞｻﾞｲﾝのチェック機能 

 
 
公園等の管理委託 
 
 
 
                                  

諮問   答申 
管理業務等の依頼    業務受託 
（各戸地代支払） 
 
 

 
 
   

地代支払 
 
 
住宅用地・公共駐車場用地 
の貸付 

千葉市 
（公共施設管理者） 

企業庁 
(開発事業主体・土地所有者) 

アドバイス 



 

 


